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母母子子保保健健行行政政のの最最近近のの動動向向ににつついいてて  

１１．．妊妊娠娠期期かからら子子育育てて期期ににわわたたるる切切れれ目目ののなないい支支援援ににつついいてて 

（１）産後ケア事業の推進について（関連資料１参照） 

   産後ケア事業については、令和元年の改正母子保健法により、各市区町

村に対し、実施の努力義務が課されているところ。また、「こども未来戦

略」（令和５年 12 月 22 日閣議決定）においても、本事業について、支援

を必要とする全ての方が利用できるようにするための提供体制の確保に

向けた取組を進めるなど、子育て家庭の産前・産後の心身の負担軽減を図

る観点から実施体制の強化等を行うこととされた。 

   加えて、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律

第 47 号）が令和６年６月 12 日に公布され、令和７年度より、産後ケア事

業について、支援を必要とする全ての方が利用できるようにするため、子

ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）の「地域子ども・子育て支

援事業」として位置付けることで、国・都道府県・市町村の役割分担を明

確化し、計画的な提供体制の整備を進めることとしている。 

産後ケア事業の国庫補助については、当該事業が「地域子ども・子育て

支援事業」として位置づけられることに伴い、令和７年度より「子ども・

子育て支援交付金」による財政支援が行われることになる。あわせて、子

ども・子育て支援法第 67 条第３項の規定に基づき、都道府県の負担も導

入し、国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4 を負担割合として当該事業を実

施する予定である。都道府県においては産後ケア事業の推進のため、本交

付金事業について御協力いただきたい。 

また、産後ケア事業ガイドラインの改定について、最新の事務連絡や調

査研究等を踏まえ、都道府県の役割の追記、対象者やケア内容についての

記載の充実、安全に関する内容についての記載の追加をし、パブリック・

コメントを実施したところ。パブリック・コメントでいただいた御意見を

踏まえ、今後、ガイドラインを発出する予定としている。産後ケア事業の

推進並びに効率的・効果的な運営のため、適宜参考としていただくようお

願いする。 

      このほか、産後ケア施設の整備費について、令和５年度補正予算で補助

率の嵩上げ（1/2⇒2/3）を行っている（整備費の補助率の嵩上げに係る補

正予算については、令和６年度に繰越をしている）。 

各市町村においては、こうした支援策を活用し、産後ケア事業の体制整

備に御協力いただきたい。 
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※産後ケア事業ガイドライン案 

（URL） 

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000084&Mode=0#:

~:text=%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3 

 

（２）こども家庭センターの全国展開について（関連資料２参照） 

令和４年に改正された児童福祉法等により、令和６年４月から市町村は

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有す

る機関である「こども家庭センター」の設置に努めなければならないこと

とされており、「こども未来戦略」（令和５年 12 月 22 日閣議決定）等に

おいて全国展開を図ることとされている。 

一方で、令和６年５月１日時点の全国の 1,741 市町村における「こども

家庭センター」の設置状況は、約半数の 876 市町村（50.3%）となってい

る。そのため、未設置の市町村においては、利用者支援事業（こども家庭

センター型）や、こども家庭センター（旧子育て世代包括支援センター機

能部分）開設準備事業を活用いただき、設置へ向けてご対応いただきたい。 

また、母子保健指導者養成研修においては、自治体の取り組み事例等も

ＨＰに掲載しているため、管内の市町村に適宜周知していただきたい。 

 

※こども家庭センターの設置状況等について 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_re

sources/688cad47-93b1-4b82-90fc-79ba3c0af4f3/c2904fba/20240708_pre

ss_688cad47-93b1-4b82-90fc-79ba3c0af4f3_01.pdf 

 

※母子保健指導者養成研修について 

https://boshikenshu.cfa.go.jp/ 

 

（３）妊婦に対する遠方の分娩取扱施設を利用する際の交通費等支援に

ついて（関連資料３参照） 

 令和６年度より、妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊

費支援事業を創設しており、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊

婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費および出産予定

日前から分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費

（出産時の入院前の前泊分）の助成を行う自治体に対し、支援を行ってい
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る。本事業は、地方の周産期医療体制の不足を補完し、妊婦本人の居住地

にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービ

スが受けられる環境を全国で実現するため、妊婦の経済的負担の軽減を図

るためのものであり、積極的に本事業をご活用いただきたい。 

また、各市町村においては、伴走型相談支援で実施する妊娠届出時や妊

娠８ヶ月頃の面談等の機会を活用して、本事業による支援が必要な妊婦の

把握に努めるとともに、当該妊婦に対して制度内容や助成申請の手続き方

法などの説明を行い、事業の周知を行っていただきたい。 

 

（４）低出生体重児に関する支援について（関連資料４参照） 

      低出生体重児向けの手帳の作成等に活用可能な事業を始めとした、低出

生体重児に関する支援や制度の一部について、その認知度が低く、活用が

進んでいないとの指摘があることから、令和６年９月 27 日付け事務連絡

において、関連する事業等の周知を行ったところ。特に低出生体重児向け

の手帳の作成や専門職に対する研修については、都道府県が協議会を設置

したうえで実施した場合は、母子保健対策強化事業の補助対象となるた

め、各都道府県において積極的にご活用いただきたい。 

    

（５）性と健康の相談センター事業及びプレコンセプションケアの推  

進について（関連資料５～６参照） 

成育医療等基本方針の見直しの中で、プレコンセプションケアにつ 

いて、将来の妊娠のための健康管理に限らず、男女問わず、ライフステ

ージに応じた性や妊娠に関する正しい知識の普及や健康管理を促すこと

としているところ。また、「経済財政運営と改革の基本方針 2024」（令

和６年６月 21 日閣議決定）において、「相談支援等を受けられるケア体

制の構築等プレコンセプションケアについて５か年戦略を策定した上で

着実に推進する」旨が盛り込まれた。 

      こども家庭庁においては、令和４年度から、従来の「女性健康支援セ

ンター事業」と「不妊専門相談センター事業」を統合し、「性と健康の

相談センター事業」として、プレコンセプションケアを推進していると

ころ。また、令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業の「プレ

コンセプションケア体制整備に向けた相談・研修ガイドライン作成に向

けた調査研究」において、地方公共団体におけるプレコンセプションケ

アの手引書を作成したため、参考とされたい。また、プレコンセプショ

ンケアを促進する取組の一環として、若者向けのポータルサイト「スマ
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ート保健相談室」を令和４年３月に公開した。からだや性・妊娠などに

関する情報や相談窓口などを掲載しており、適切な支援につなげられる

よう、都道府県及び市町村におかれても積極的に御活用いただくととも

に、周知にも御協力をお願いしたい。     

    令和６年度予算では、性と健康の相談センター事業において、基礎疾患

を抱える妊産婦や妊娠を希望する女性等に対して、妊娠・授乳中の薬物

治療に関する相談支援についての加算を創設しており、各都道府県にお

いて積極的にご活用いただきたい。 

          

（６）妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業について 

（関連資料７参照） 

令和５年度補正予算より、地域における妊産婦のメンタルヘルスへの

対応を充実するため、都道府県及び中核病院が中心となって、関係機関

（地域の精神科医療機関、産科医療機関、市町村、産後ケア施設など）の

ネットワーク体制を構築するための国庫補助事業を新たに創設した。  

本事業の背景には、令和４年度の調査研究（産後ケア事業及び産婦健康 

診査事業等の実施に関する調査研究事業）において、43.6％の市町村が、

精神疾患がある場合の対応を課題としてあげられていることがあり、都

道府県においては、上記のような妊産婦のメンタルヘルスに係る現状や

課題等を踏まえた上で、地域の実情に応じて妊産婦のメンタルヘルスに

係る課題に対応できる連携体制の構築についてご検討いただきたい。 

なお、本事業に係る事例については、令和６年１月 23 日付け事務連絡

において、紹介しているため、適宜参考にしていただきたい。 

 

※【事務連絡】妊産婦のメンタルヘルスネットワーク構築事業に係る事

例紹介について  

・事務連絡 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_r

ef_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-

7e8f2d6106dd/cbc47edc/20240122_policies_boshihoken_tsuuchi_20

24_05.pdf 

・（別紙）事例一覧 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_r

ef_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-

7e8f2d6106dd/05a048c1/20240122_policies_boshihoken_tsuuchi_20

24_06.pdf 
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（７）妊婦健康診査について（関連資料８参照） 

① 妊婦健康診査の公費負担の状況調査について 

     妊婦が必要な回数（14 回程度）の妊婦健康診査を受けられるよう、平成

25 年度以降、地方交付税措置が講じられている。また、平成 27 年４月か

ら、妊婦健康診査を、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て

支援事業に位置付け、「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」

（平成 27 年３月 31 日厚生労働省告示第 226 号）において、その実施時

期、回数及び、内容等を定めているところである。 

  令和５年４月１日現在における妊婦健康診査の公費負担については、全

ての市区町村で 14 回以上実施され、公費負担額は全国平均で 108,481 円

であったが、各市区町村間で公費負担の対象となる検査項目等の状況に差

がみられた。また、令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事業にお

いて実施した妊婦健診の費用負担等に関する実態調査の中でも、出産予定

日（40 週）以降の 14 回を超えた分の妊婦健康診査の公費負担の実施状況

等についても、市区町村間で差が見られる状況となっている。 

令和５年３月 27 日付けで発出した「妊婦健康診査における費用負担等

に関する妊婦への情報提供等の推進について（依頼）」（厚生労働省子ど

も家庭局母子保健課事務連絡）において、妊婦健康診査の公費負担の推進

や、検査に関する情報提供、集合契約の導入の検討などについて依頼を行

っているため、市区町村におかれては、上記告示において示す検査項目が

受けられるよう公費負担の更なる充実を図るなど、引き続き積極的な取組

をお願いする。 

     

② 妊婦健康診査の受診勧奨について 

  妊娠中は、母体や胎児の健康の確保を図る上で定期的に健診を受診し、

普段以上に健康に気をつけることが必要である。 

各市区町村におかれても、広報誌・ホームページへの掲載、リーフレッ

トの作成、各種窓口での配布等の普及啓発により、妊婦健康診査の受診勧

奨に努めていただきたい。 

  また、妊娠の届出についても、関係機関と連携を図りながら、早期に届

出が行われるよう妊婦等に対し積極的な普及啓発に取り組むとともに、適

切な母子保健サービスの提供を図られたい。 

  さらに、届出が遅れた者については、届出が遅れた事由及び妊産婦等の

状況の把握や、必要に応じて保健指導を行う等、適切な支援をお願いする。 

  引き続き、妊娠や出産に伴う心身の不調に関する知識や相談先について

の周知を図るようお願いする。 
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    ※すこやかな妊娠と出産のために 

      http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html 

  ※“妊婦健診”を受けましょう 

   http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/index.html 

 （上記のＵＲＬは、今後こども家庭庁のＨＰに移管されます。） 

 

（８）産婦健康診査事業について（関連資料９参照） 

 出産後間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の身体的機能の回

復、授乳状況及び精神状態の把握等）に係る補助事業を実施している。 

  産婦健康診査事業の実施に当たっては、産後うつへの早期対応を行うた

め、産後ケア事業を実施することを要件としていることから、市区町村に

おいては、産後ケア事業とともに積極的な取組をお願いしたい。 

 

（９）助産制度について（関連資料 10 参照） 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 22 条に基づき、都道府県、市

及び福祉事務所を設置する町村（以下（９）において「都道府県等」とい

う。）は、妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により

入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申し込み

があった場合には、助産施設において助産を実施することとしている。 

    各都道府県等におかれては、適切な助産の実施や、同法第 22 条第４項に

基づく助産制度に関する情報の周知を図るとともに、助産施設が未設置の

都道府県等におかれては、設置について積極的な検討をお願いする。 

    また、助産制度の円滑な実施について、助産の実施が必要な妊産婦に対

し、助産制度の活用とサービスの円滑な実施が図られるよう「児童福祉法第

22 条の規定に基づく助産の円滑な実施について」（令和元年８月８日付け

子母発 0808 第１号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）を発出して

いるところであり、助産制度の周知と徴収金基準額の弾力運用、各関係機関

との連携について、特段の配慮をお願いする。 

    なお、「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の

在留外国人に対する母子保健分野の行政サービスの提供について」（平成 28

年３月 23 日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡）に

おいて、母子健康手帳の交付や入院助産の実施などの母子保健分野の行政

サービスの提供について、在留資格の有無にかかわらず、必要に応じ適切に

対応していただくよう周知をしているところであり、引き続き、個別の事情

に配慮した上で、適切な対応をお願いする。 
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２２．．不不妊妊症症・・不不育育症症及及びび流流産産・・死死産産をを経経験験さされれたた方方へへのの支支援援ににつつ

いいてて（（関関連連資資料料 1111～～1144 参参照照）） 

①不妊治療の保険適用について 

       人工授精等の｢一般不妊治療｣、体外受精・顕微授精等の｢生殖補助医

療｣については、中央社会医療協議会における議論を踏まえ、令和４年４

月から保険適用の対象とされている。 

       これは、日本生殖医学会が、国内で行われている生殖補助医療及び一

般不妊治療の各医療技術について有効性等のエビデンスレベルの評価

を行い、取りまとめた「生殖医療ガイドライン」等を踏まえたものとな

っている。 

       ｢生殖補助医療｣については、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本

的な診療は全て保険適用の対象となり、患者の状態等に応じ追加的に実

施される可能性のある治療等のうち、現時点でエビデンスが不十分とさ

れたものについても、先進医療に位置付けられたものについては、保険

診療と併用可能となっている。     

       都道府県等においては、引き続き、③の事業も活用し、医療関係団体

との連携や不妊症・不育症患者への支援の充実をお願いする。 

       

  ②不育症検査費用助成について 

    既に保険適用の対象とされている検査について実施を促すとともに、

研究段階にある新たな不育症の検査の保険適用を推進するため、先進医

療として実施される不育症検査に要する費用への助成を令和３年度か

ら実施している。 

    令和３年度において対象としていた流産検体の染色体検査について

は、令和４年４月から保険適用の対象となり、当該助成の対象外となっ

たところである。他方、令和４年 12 月１日から、「流死産検体を用いた

遺伝子検査（次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体

検査）」が新たに先進医療として位置付けられたことから、当該助成の

対象としているので、都道府県、指定都市及び中核市におかれては、積

極的な事業実施をお願いしたい。 

    

  ③不妊症・不育症に悩む方への相談支援等について 

    不妊症・不育症患者への支援としては、経済的支援のみならず、相談

支援等の充実が求められているところである。このため、性と健康の相

談センター事業における不妊症・不育症等ネットワーク支援加算とし

て、 



8 
 

    ・医療機関、地方公共団体、当事者団体等で構成される協議会等の開

催、 

    ・不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーの配置、 

    ・当事者団体等によるピアサポート活動等への支援の実施、 

   などを実施している。 

     不妊や流産・死産、こどもを亡くした方の心理的な悩みに対しては、

当事者同士によるピアサポートが重要とされており、不妊症・不育症の

当事者団体等によるピアサポート活動等への支援について、積極的にご

検討いただきたい。なお、上記事業は、流産・死産等を経験した方への

心理社会的支援やピアサポート活動等への支援も含まれるものであり、

不妊症・不育症患者への支援と区別して実施することも可能である。 

    また、上記の他、国において不妊治療等に関する広報啓発、ピアサポ

ーター等の研修を実施しているので、御承知おきいただきたい。 

    なお、性と健康の相談センターについて、未設置の地方公共団体（都

道府県・指定都市・中核市）におかれては、設置に向けた積極的な検討

をお願いしたい。また、指定都市や中核市が単独で実施することが難し

い場合、都道府県と市による共同実施や複数の市による共同実施により

協力・連携して実施する方法なども含め、設置に向けた検討をお願いし

たい。 

    既に設置している地方公共団体におかれては、上記支援の実施ととも

に、開設時間の延長や開設日数の拡充を行うなど、相談窓口の利便性の

向上や相談機能の強化について、積極的な取組をお願いしたい。 

    また、令和５年度に引き続き、不妊症や不育症に関する正しい知識や

情報の周知、周囲に相談しやすい環境や社会気運の醸成を図ることを目

的として、広報・啓発促進事業を行っている。令和６年度は、全国フォ

ーラムの実施、一般不妊治療や生殖補助医療を行う医療機関の検索機能

を含む普及啓発サイト「みんなで知ろう、不妊症・不育症のこと」の更

新を行うこととしているので、都道府県等におかれても活用いただきた

い。 

 

  ④流産・死産等を経験された方への支援 

    流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等については、令和

３年５月 31 日付け子母発 0531 第３号母子保健課長通知において、母子

保健法第６条第１項に規定する「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後１年

以内の女子をいい、この「出産」には、流産及び死産の場合も含まれ、

産婦健康診査事業や産後ケア事業の対象となることや、死産届に関する

必要な情報共有を図ること等を依頼しているところ。 
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    また、令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、自

治体担当者や小児科、産婦人科医療スタッフ向けに「子どもを亡くした

家族への支援の手引き」を作成したため、活用いただきたい。その他、

こども家庭庁のホームページにおいて、流産・死産等を経験された方へ

の相談支援等を行う都道府県等の相談窓口一覧や、働く女性が流産・死

産された場合に利用できる制度、社会保険関係等の情報をまとめている

ため、参考にされたい。 

    また、母子保健指導者養成研修において、流産・死産等に関するテー

マを設けているため、積極的なご参加と共に、管内の市町村に適宜周知

していただきたい。 

 

    ※流産・死産等を経験された方へ 

      https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/ryuuzan/ 

    ※令和６年度母子保健指導者養成研修 

     https://boshikenshu.cfa.go.jp/ 

 

 

３３．．新新生生児児ママススススククリリーーニニンンググ検検査査にに関関すするる実実証証事事業業ににつついいてて

（（関関連連資資料料 1155 参参照照）） 

   新生児マススクリーニング検査（先天性代謝異常等検査）については、

現在、都道府県・指定都市において「先天性代謝異常等検査の実施につい

て」（平成 30 年３月 30 日付子母発 0330 第２号厚生労働省子ども家庭局母

子保健課長通知）に基づき 20 疾患を対象に実施されているところである

が、近年の治療薬の開発等により、対象疾患の追加の必要性が指摘されて

いることから、令和５年度より国において科学研究（こども家庭科学研究）

を実施し、対象疾患を追加する場合の検査・診療体制や遺伝カウンセリン

グにおける課題に関する対応策を得ることとしている。 

 上記の背景を踏まえ、「新生児マススクリーニング検査に関する実証事

業」（以下「実証事業」という。）に参画する都道府県及び指定都市におい

て、重症複合免疫不全症（Severe combined immunodeficiency：SCID。以

下「SCID」という。）及び脊髄性筋萎縮症（Spinal muscular atrophy：SMA。

以下「SMA」という。）を対象とする新生児マススクリーニング検査をモデ

ル的に実施している。さらに、地域における検査・診療体制や遺伝カウン

セリングの整備状況の把握等を行うこども家庭科学研究の研究班（新規疾

患の新生児マススクリーニングに求められる実施体制の構築に関する研

究）と連携・協力を行うことで、対象疾患の拡充に向けた検討に資するデ
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ータや情報を収集し、その結果を踏まえて、SCID 及び SMA を対象とする

新生児マススクリーニング検査の全国展開を目指しているところ。 

   令和６年９月４日時点において、実証事業について 38 自治体（27 都道

府県、11 指定都市）に対し内示を行っているところであり、引き続き、各

自治体においては、今年度の変更交付申請での申請も可能であるため、実

証事業の参画についてご検討いただきたい。なお、令和７年度概算要求に

おいては、実証事業及び新生児マススクリーニングの精度管理に関する費

用（母子保健対策強化事業）を要求しているところ。 

 

 

４４．．非非侵侵襲襲性性出出生生前前遺遺伝伝学学的的検検査査（（NNIIPPTT））ににつついいてて  

（（関関連連資資料料 1166～～2200 参参照照）） 

ＮＩＰＴについては、日本産科婦人科学会が策定した指針を受け、平成

25 年度から、関係学会等の連携の下、日本医学会の認定制度に基づき実施

されてきた。 

他方、ここ数年、認定施設以外の医療機関での検査が増加し、妊婦の不安

や悩みに寄り添う適切なカウンセリングが行われていない等の問題が指摘

されている。 

こうした中、厚生科学審議会科学技術部会の下に設置された専門委員会

において、ＮＩＰＴをはじめとした出生前検査について検討が行われ、令

和３年５月に報告書が取りまとめられた。 

報告書では、市町村の母子保健窓口や産科医療機関等において、誘導と

ならない形で、妊婦等に対して出生前検査に関する情報提供を行うことが

適当とされた。また、報告書を踏まえ、日本医学会において出生前検査認

証制度等運営委員会が設置され、同運営委員会において策定された指針に

基づき、新たな認証制度が開始された。 

こうした動きを踏まえ、「ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する情報提供及

び認証制度について」（令和４年 6 月 17 日付け子母発 0617 第２号厚生労

働省子ども家庭局母子保健課長通知）を発出し、各地方公共団体に対し、

認証制度等について周知をするとともに、ＮＩＰＴの受検を考慮する妊婦

等に対し、妊娠・出産に関する包括的な支援の一環として、適切な情報提

供及び支援を依頼しているところ。 

一方で、認証制度の枠組みの外では、分析的妥当性や臨床的妥当性が確

立していない出生前遺伝学的検査が、適切な遺伝カウンセリングや十分な

支援体制がない中で実施されているという指摘もある。新たな検査法の導

入や検査対象疾患の拡大については、まずは臨床研究などの形で評価する
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必要があるが、ＮＩＰＴの臨床研究においては、医学的意義のみならず倫

理的・社会的影響についても考慮が必要である。 

このため、「ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会」において、令

和６年２月に「ＮＩＰＴの臨床研究における課題と対応（見解）」が取り

まとめられ、同年３月にこども家庭審議会科学技術部会においてこれが承

認された。 

また、性と健康の相談センター事業の一部として、出生前検査加算の予

算措置を行い、出生前検査を受けた者や受検を検討している者及びその家

族に対する相談支援を推進しているので、都道府県、指定都市及び中核市

におかれては、積極的な取組をお願いしたい。   

 

  ※日本医学会 出生前検査認証制度等運営委員会ホームページ 

  https://jams-prenatal.jp/ 

 

 

５５．．成成育育基基本本法法（（略略称称））ににつついいてて（（関関連連資資料料 2211～～2244 参参照照））  

成育基本法は平成 30 年 12 月 14 日に公布され、令和元年 12 月１日に施

行された。成育基本法に基づく成育医療等基本方針については、令和５年

３月 22 日に改定を行った。 

  各自治体においては、「成育医療等基本方針に基づく評価指標及び計画

策定指針について」（令和５年３月 31 日付け厚生労働省子ども家庭局長

通知）を踏まえ、地域の実情に応じて、成育医療等基本方針に基づく計画

の策定に積極的に取り組んでいただきたい。また、PDCA サイクルに基づく

取組を進めていくにあたり、評価指標等の地方公共団体別データや乳幼児

健診情報システムを活用いただきたい。また、都道府県においては、管内

の状況把握を行うとともに、地域格差が認められる場合は、積極的に対策

を講じていただきたい。 

 

※「成育医療等基本方針に基づく評価指標及び計画策定指針について」（令

和５年３月 31 日付け厚生労働省子ども家庭局長通知 

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2023/ 
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６６．．「「健健ややかか親親子子２２１１」」ににつついいてて（（関関連連資資料料 2255～～2266 参参照照）） 

     従来、「健やか親子２１」は、関係者、関係機関・団体が一体となって

推進する母子保健の国民運動として展開されてきたが、令和５年度以降

は、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療

等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律（平成 

30 年法律第 104 号）第 11 条第１項に規定する成育医療等の提供に関す

る施策の総合的な推進に関する基本的な方針に基づく国民運動として、医

療、保健、教育、福祉などのより幅広い取組を推進している。 

    「健やか親子２１」の公式ウェブサイトにおいては、成育基本法につい

て解説しているほか、研究の成果物等をまとめて掲載しているので、活用

いただきたい。また、健やか親子２１に関する普及啓発を行う際には、シ

ンボルマークである「すこりん」を活用いただきたい。 

    健やか親子２１全国大会（母子保健家族計画全国大会）（以下、「健や

か親子２１全国大会」という。）においては、成育医療等基本方針に掲げ

る課題についての講演やシンポジウムなどの開催により、「健やか親子２

１」の推進を図っている。また、健やか親子２１内閣府特命担当大臣表彰

として、功労者表彰（個人・団体）と健やか親子表彰（自治体・団体・企

業）を設け、健やか親子２１全国大会において表彰を行う。令和６年度は、

11 月 21 日（木）～22 日（金）に鹿児島県で開催する。各自治体におかれ

ては、母子保健関係者に健やか親子２１全国大会への積極的な参加を働き

かけていただきたい。なお、健やか親子表彰については、11 月 19 日（火）

の健やか親子２１推進本部総会にて発表いただくことを予定している。 

 

     ※「健やか親子２１」ウェブサイト 

https://sukoyaka21.cfa.go.jp/ 

 

 

７７．．新新生生児児聴聴覚覚検検査査ににつついいてて（（関関連連資資料料 2277 参参照照）） 

 聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合は、音声言語発

達等への影響が軽減される。このため、早期発見・早期療育が図られるよ

う、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要であ

る。 

  こども家庭庁で実施している「新生児聴覚検査の実施状況等調査」では、

当該検査費用の公費負担を実施している市町村の割合が年々増加してい
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るものの、令和４年度時点で、当該検査費用の公費負担を実施している市

町村は 80.0％となっており、いまだ２割の市区町村において、公費負担が

実施されていない状況となっている。 

  こども家庭庁では、このような状況を踏まえ、引き続き、都道府県にお

ける新生児聴覚検査結果の集約や医療機関・市町村との情報共有、難聴と

診断された子を持つ親への相談支援、産科医療機関等における検査状況等

の把握、産科医療機関等の聴覚検査機器（自動 ABR）の購入に対する補助

を実施している。 

  また、新生児聴覚検査費について、平成 19 年度から市町村に対して地

方交付税措置が講じられてきたところであり、令和４年度以降、普通交付

税の保健衛生費において算定していたが、令和６年度においては以下の２

点について見直しを行った。 

・ 普通交付税の算定費目「こども子育て費」の創設に伴い、保健衛生費か

らこども子育て費における算定に移行。 

・ 市町村における新生児聴覚検査の公費負担の最新の実施実態を踏まえ、

新生児聴覚検査費として市町村の標準団体（18 歳以下人口１万 6,000 人）

当たり 1,606 千円を計上（令和４年度の 935 千円より 671 千円の拡充）。 

  こうした点を踏まえ、各市町村におかれては、引き続き、公費負担によ

る検査の実施や、受診状況の把握、未受診者への受診勧奨、未受診理由の

把握など、積極的な取組をお願いするとともに、各都道府県におかれては、

新生児聴覚検査体制整備事業を活用し、関係者からなる協議会を設置する

など、管内市町村における新生児聴覚検査の実施体制の整備への支援に積

極的に取り組まれるようお願いしたい。 

  また、令和元年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業において、新

生児聴覚検査に係る手引書のひな形を作成しており、新生児聴覚検査の流

れ、検査の実施状況及び結果の集約、未受検者に対する受診勧奨、検査で

リファーとなった子及びその保護者に対する案内などについて記載して

いる。当手引書と予算事業とを併せて活用いただき、十分な体制整備をお

願いしたい。 

 

 

８８．．予予防防ののたためめののここどどもものの死死亡亡検検証証（（CChhiilldd  DDeeaatthh  RReevviieeww））    

ににつついいてて（（関関連連資資料料 2288～～2299 参参照照）） 

 予防のためのこどもの死亡検証（Child Death Review（以下「ＣＤＲ」

という。））は、こどもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、

警察、消防、行政関係者等）が、こどもの既往歴や家族背景、死に至る直
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接の経緯等に関する様々な情報を収集し、死因の検証を行うことにより、

効果的な予防対策を導き出し予防可能なこどもの死亡を減らすことを目

的とするものである。 

  ＣＤＲについては、成育基本法や、死因究明等推進法の成立を踏まえ、

令和２年度から、こどもの死亡に関する情報収集や、調査・報告を行うた

めの関係機関との調整、政策提言のための検証ワーキンググループなどを

行うモデル事業を実施している。 

  令和４年度からは、これらに加え、国においてデータや提言の集約、ポ

ータルサイトの運用及び予防可能なこどもの死亡事故の予防策等に係る

普及啓発等を実施しており、都道府県等におかれても御承知いただくとと

もに、予防可能なこどもの死亡の予防に向けた取組を推進いただくようお

願いする。 

 

 

９９．．乳乳幼幼児児健健康康診診査査ににつついいてて（（関関連連資資料料 3300～～3333 参参照照）） 

（１）乳幼児健康診査の実施について 

乳幼児に対する健康診査については、平成 27 年、令和元年、令和５年

に問診項目の追加等を行い、子育て支援の必要性についても評価をお願

いしているところ。令和６年度から成育医療等基本方針に基づく指標と

して設定された項目等については、引き続き、乳幼児健診情報システムを

通じた把握・報告をお願いする。 

  また、平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、「乳

幼児健康診査事業実践ガイド」及び「乳幼児健康診査身体診察マニュア

ル」（健診従事者向け）を作成し、身体診察マニュアルについては平成 30

年～令和２年度厚生労働科学研究において改訂しているので、各市町村

で活用いただきたい。乳幼児の身体的・精神的・社会的な観点からの包括

的なアプローチに向け、引き続き、こども家庭科学研究等においてマニュ

アル等の検討を行っている。 

  各市町村におかれては、上記ガイド及びマニュアルを活用して、引き続

き、乳幼児健康診査の円滑な実施に努めていただきたい。 

 

  ※乳幼児健康診査事業実践ガイド 

    http://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/guide.pdf 

  ※改訂版乳幼児健康診査身体診察マニュアル 
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https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/shinsatsu_man

ual.pdf 

（２）乳幼児健康診査の未受診者の受診勧奨について 

乳幼児健康診査については、母子保健法に基づき実施していただいてい

るところであるが、１歳６か月児健診では 3.7％、３歳児健診では 4.3％

（令和４年度地域保健・健康増進事業報告）の未受診者がいる。 

    乳幼児健診をこどもに受けさせていない家庭は、受けさせている家庭よ

りも虐待リスクが高いことが指摘されていることから、未受診家庭の把握

を通じて、虐待予防のための支援につなげることが重要である。 

    各市町村におかれては、家庭訪問等により引き続き乳幼児健診未受診者

の受診勧奨等に努めていただきたい。 

    また、乳幼児健診未受診家庭を把握した際には、児童福祉担当部署等に

情報提供を行い、連携してこどもの安全確認を徹底していただきたい。 

 

（３）１か月児及び５歳児健康診査の推進について 

令和５年度補正予算より、新たに１か月児及び５歳児に対する健康診査

の費用を助成することにより、出生後から就学前までの切れ目のない健康

診査の実施体制を整備する事業を創設している。 

   本事業の実施にあたっては、５歳児健診に係る自治体や小児科医等への

技術的支援として、健康診査の実施に必要な問診票や健康診査票をお示し

しており、また、令和５年度のこども家庭科学研究の研究班において、５

歳児健診の実施体制や診察方法等について記載した５歳児健康診査マニ

ュアルを作成したので、活用いただきたい。また、令和６年９月６日付け

一部改正事務連絡「令和５年度母子保健衛生費国庫補助金（令和５年度補

正予算）に係る Q&A について」「５歳児健康診査の事例の周知について」

を示しており、本事務連絡を参考にしていただきたい。また、令和６年度

のこども家庭科学研究の研究班において、１か月児健診の実施体制や診察

方法等について記載した１か月児健康診査マニュアルや同規模市町村の

好事例を参照できる５歳児健診ナビポータルを作成する予定である。 

 なお、令和７年度概算要求においては、各自治体の申請状況を踏まえ、

基準額の引き上げの要求を行っている状況である。 

 

※【事務連絡】5歳児健康診査の事例の周知について 

（事務連絡） 
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https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9

b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/a8d7f1ed/20240906_policies_boshihoken_tsuuchi

_2024_70.pdf 

（別添） 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9

b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/2d8e3cad/20240906_policies_boshihoken_tsuuchi

_2024_71.pdf 

※【事務連絡】【一部改正】令和 5年度母子保健医療対策総合支援事業（令和

5年度補正予算）に係る Q&A について 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_reso

urces/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/207396a2/20240906_policie

s_boshihoken_tsuuchi_2024_72.pdf  

 

（４）５歳児健康診査実施における地域のフォローアップ体制等の整備

について 

５歳児健診の主な目的は、発達障害等のこどもの個々の発達の特性を

早期に把握し、育児の困難さや子育て相談のニーズを踏まえながら、こど

もとその家族を必要な支援に繋げることであり、５歳児健診の実施に当

たっては、健診の実施体制の構築に加え、健診においてこどもへの発達支

援のニーズや保護者に対する子育て相談等（就学に向けた相談を含む。）

のニーズなどがある場合に、地域全体で必要な支援を提供するためのフ

ォローアップ体制の整備が求められる。そのため、令和６年３月 29 日付

け事務連絡「５歳児健康診査の実施に当たって求められる地域のフォロ

ーアップ体制等の整備について」において、健診結果に基づくフォローア

ップ体制として、地域全体で保健、医療、福祉、教育の各分野が連携し、

必要な支援を提供する体制整備が重要であるとしている。 

 

   ※令和６年３月 29 日付け事務連絡「５歳児健康診査の実施に当たって

求められる地域のフォローアップ体制等の整備について」 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9

b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/f964642a/20240422_policies_boshihoken_tsuuchi

_2024_26.pdf   

 

  ①市町村に求められる役割について 

市町村におかれては、関係団体との連携を通じて医師や専門職を確保

し、５歳児健診の実施体制の整備に努めていただきたい。また、保健、医
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療、福祉、教育の各分野の関係者が健診やカンファレンスに参画し、情報

共有や多角的な視点から支援・対応方針を検討するとともに、健診後の支

援方針を関係者間で共有し、既存の会議体等を活用して地域における支援

のフォローアップ体制を整備していただきたい。さらに、児童発達支援セ

ンター等を中核とした地域の障害児支援体制の強化を通じて、保健と福祉

の連携を充実させるようお願いしたい。 

 

  ②都道府県に求められる役割について 

都道府県におかれては、市町村における５歳児健診の実施体制の整備に

あたり、地域の実情を踏まえて広域的な調整を行っていただきたい。また、

発達障害等の診断を行う専門医療機関で、速やかな受診や評価を行える体

制を構築し、適切な支援に結びつけるよう努めていただきたい。さらに、

関係機関との情報共有や連携を進め、保育士等に求められる専門知識やノ

ウハウを踏まえた研修機会を提供し、発達障害等に対応する支援が必要と

判定されたこどもへの対応に取り組んでいただきたい。 

なお、都道府県における母子保健事業の体制整備にあたっては、「母子

保健対策強化事業」を御活用いただきたい。 

 

 

1100．．母母子子保保健健 DDXX ににつついいてて（（関関連連資資料料 3344 参参照照）） 

（１）母子保健 DX の推進 

現状では、妊婦・乳幼児健診等は問診票など紙による運用が基本となっ

ているため、住民や自治体、医療機関において負担・手間が生じており、ま

た、健診結果等の共有にタイムラグが生じている。これらの課題の解決を

図るため、母子保健情報の迅速な共有・活用を可能とする母子保健 DX を推

進していく必要がある。そのため、住民、医療機関、自治体間で母子保健情

報を迅速に共有・活用するための情報連携基盤（※１PMH）を整備し、希望

する自治体において先行的に運用を実施するとともに、市町村から健康診

査等の情報の収集等の事務を審査支払機関へ委託することを可能とする内

容を含む制度改正（※２）を行った。 

 あわせて、電子版母子健康手帳を原則とすることを目指し、2024 年度か

ら課題と対応を整理した上で、2025 年度にガイドラインを発出し、2026 年

度以降の電子版母子健康手帳の普及につなげることとしている。 

※１デジタル庁で開発する Public Medical Hub（PMH） 

※２第 14 次地方分権一括法 

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ikkatsu/doc/14ikkatsu/gaiyoukoufu.pdf 
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（２） 里帰りする妊産婦への支援 

 里帰り出産における妊産婦の情報については、これまで、支援が必要な

妊産婦などの情報について、本人の同意を得た上で、妊産婦健診等の母子

保健情報の一部を、文章等により、自治体間で共有してきたところ。 

こうした中で、制度改正を行い、里帰り先の自治体が住民票所在地の自

治体に情報提供を求めることを可能とし、また、健診結果などの情報を住

民、医療機関、自治体の間で迅速に共有・活用するための情報連携基盤（PMH）

を整備し、PMH 及びマイナンバーカードを活用した情報連携の取組を進め

ることとしている。 

里帰り先の自治体と住民票所在地自治体の間で母子保健情報がスムーズ

に共有され、切れ目のない支援が提供されることが可能となるため、引き

続き、里帰り先においても、妊産婦の方が、切れ目のない支援を受けるこ

とができるようお願いしたい。 

 

 

1111．．母母子子健健康康手手帳帳のの交交付付等等ににつついいてて（（関関連連資資料料 3355 参参照照）） 

母子保健法施行規則（令和５年内閣府令第 71 号）様式第３号に規定する

母子健康手帳の様式（以下「府令様式」という。）について、児童福祉法等

の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に

関する内閣府令（令和５年内閣府令第 72 号）が令和５年 11 月 14 日に公布

され、本年４月１日から施行されたところ。  

※母子健康手帳における「子育て世代包括支援センター」を「こども家庭   

センター」に改める。 

※児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内

閣府令の整備等に関する内閣府令（令和 5 年内閣府令第 72 号）：

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_re

f_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-

3534df4fb315/5892d822/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-

Child-Welfare-Act_56.pdf 

  

また、府令様式以外の任意記載事項様式については、「母子健康手帳の見

直し方針について（母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会中間報

告書）（令和４年９月 20 日）」（以下、「報告書」という。）において、 
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    ・ 主として電子的に提供することが適当とされる一方、 

    ・ 窒息時の応急手当、心肺蘇生法、緊急時の連絡先等の緊急性のある

情報は紙でも提供することとされ、 

    ・ あわせて、任意記載事項様式において、災害時の避難場所の連絡先

や平時からの備えなどの情報を提供することが適当とされたところ

である。 

   と指摘されたことを踏まえ、府令様式の見直しに合わせ、任意記載事項

様式についても見直しを行ったところ。 

     なお、電子的に提供する情報については、「母子健康手帳情報支援サイ

ト」に掲載しており、具体的には、妊娠中の薬の使用に関する注意や、こど

もの事故予防、育児の上での相談場所など、妊産婦や保護者に知っていた

だきたい内容を掲載しているところ。各市町村及び特別区におかれては、

ウェブサイトのURLやQRコードを母子健康手帳に積極的に記載いただくこ

とや、QR コードを記載したリーフレットを配布するなどご対応いただき、

妊婦や保護者が必要な支援に適切につながれるよう、各地方公共団体等に

おける取組等を追記し、作成をお願いする。また、都道府県におかれては、

管内の市町村に対し、必要に応じて、適切に指導・助言等を行っていただ

くよう、お願いする。 

     

     ※「母子健康手帳の任意記載事項様式について」（令和５年 12 月 27 日

付けこ成母第３７３号こども家庭庁成育局母子保健課長通知） 

     ※母子健康手帳情報支援サイト：https://mchbook.cfa.go.jp/ 

                                

     また、点字版母子健康手帳の印刷にかかる経費について、地方交付税措置

が講じられているところである。視覚に障害のある妊産婦を把握した際は、

点字版母子健康手帳についてお知らせし、本人の希望を踏まえながら、一

般の母子健康手帳にあわせて、点字版母子健康手帳を作成、配布していた

だくようお願いしたい。他にも、マルチメディアデイジー版の母子健康手

帳が作成されており、利用者のニーズに合わせて御案内をお願いしたい。 
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1122．．妊妊産産婦婦やや乳乳幼幼児児にに関関すするる栄栄養養・・食食生生活活ににつついいてて  

（（関関連連資資料料 3366～～3399 参参照照）） 

①妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針について 

 妊娠期や授乳期においても、健康の保持・増進を図ることが重要である。

妊娠期及び授乳期における望ましい食生活の実現に向けて、平成 18 年に

「妊産婦のための食生活指針」が作成された。作成から約 15 年が経過し、

健康や栄養・食生活に関する課題を含む、妊産婦を取り巻く社会状況等が

変化していることから、令和３年３月に同指針の改定を行った。妊娠、出

産、授乳等に当たっては、妊娠前からの健康なからだづくりや適切な食習

慣の形成が重要であることから、改定後の指針の対象には妊娠前の女性も

含むこととし、名称を「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」

とした。改定後の指針は、妊娠前からの健康づくりや妊産婦に必要とされ

る食事内容とともに、妊産婦の生活全般、からだや心の健康にも配慮した、

10 項目から構成されている。また、妊娠期における望ましい体重増加量に

ついて、「妊娠中の体重増加指導の目安」（令和３年３月８日日本産科婦

人科学会）を参考として提示している。あわせて、保健医療従事者等を対

象とした解説要領を作成しており、妊産婦等を対象とした健康診査や各種

教室等における保健指導・栄養指導の参考として活用をお願いする。 

         

※妊娠中と産後の食事について 

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/shokuji/ 

 

②授乳・離乳の支援について 

授乳期・離乳期は、こどもの健康にとって極めて重要な時期であり、親

子双方にとって、慣れない授乳や離乳を経験する過程を支援することが必

要である。妊産婦やこどもに関わる産科施設、小児科施設、保健所・市町

村保健センターなどの保健医療従事者が授乳や離乳の支援に関する基本

的事項を共有することで妊産婦への適切な支援を進めていくことができ

るよう、「授乳・離乳の支援ガイド 」を作成している（平成 31 年３月改

定）。また、授乳や離乳についてわかりやすく記載したリーフレットを作

成し、こども家庭庁ウェブサイトに掲載している。各地方公共団体におか

れては、乳幼児健康診査の機会等での積極的な活用をお願いする。 

         

 ※授乳や離乳について 

     https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/junyuu/ 
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③災害時の授乳支援について 

 災害時は、授乳中の女性にとって、避難所等での慣れない生活環境によ

り心身の負担が大きくなるとともに、断水や停電等により清潔に授乳でき

る環境が確保できない可能性も考えられるため、特段の配慮が必要とな

る。また、災害に備え、平時から母子に必要となる物資の備蓄等について

進めることも重要である。 

 このため、令和元年 10 月 25 日付けで、各地方公共団体に対し、災害時

における授乳中の女性への支援等に関して、断水等によりライフラインが

断絶された場合においても水等を使用せずに授乳できる乳児用液体ミル

クを母子の状況等に応じて活用いただくこと、平時からの対策として育児

用ミルク（粉ミルク又は乳児用液体ミルク）等の授乳用品などの母子に必

要となる物資の備蓄を進めることをお願いしている（※）。各地方公共団

体におかれては、災害時の授乳に当たっての環境の整備や授乳中の女性へ

の支援について関係部局間で連携して進めていただくとともに、平時から

育児用ミルク及び使い捨て哺乳瓶や消毒剤等の授乳用品などの母子に必

要となる物資の備蓄も進めていただくよう、お願いする。 

なお、備蓄した液体ミルクについては、ローリングストック等により有

効に活用することが可能であり、保育所等における給食の食材としての使

用や、防災訓練などにおいて一律の配布ではなく防災に関する訓練や啓発

活動として、災害の備えのための正しい使用状況等を説明し、母子の状況

を踏まえた上で提供することは、WHO の国際基準に抵触するものではない

と考えている。実際の授乳支援に当たっては、育児用ミルクの一律の配布

を避け、個別の母子の授乳状況をアセスメントした上での適切な配布する

こと、また、常時備蓄している育児用ミルクで、期限の近づいた製品につ

いて、防災訓練の炊き出し訓練における食材とする場合等においても、提

供先における母乳育児の取組を阻害しないように考えることが重要であ

ることに留意されたい。 

（参考）「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点から

の防災・復興ガイドライン～」（内閣府男女共同参画局）    

※「災害時における授乳の支援並びに母子に必要となる物資の備蓄及び

活用について」（令和元年 10 月 25 日付け事務連絡） 

 

④「第４次食育推進基本計画」について 

 令和３年３月 31 日に開催された食育推進会議(会長：農林水産大臣)に

おいて、食育基本法(平成 17 年法律第 63 号)第 16 条第１項の規定に基づ

き、「第４次食育推進基本計画」が決定された。各自治体におかれては、

母子保健及び児童福祉分野における食育の更なる推進に努めていただく
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とともに、各都道府県におかれては管内市町村に対する情報提供や技術的

な支援等の適切な支援を行っていただくようお願いする。 

       

 ※ 「第４次食育推進基本計画」の決定について」(令和３年 4月 1 日医  

政発 0401 第 11 号・健発 0401 第 16 号・生食発 0401 第 26 号・子発

0401 第 3 号・老発 0401 第 13 号厚生労働省医政局長、健康局長、医

薬・生活衛生局生活衛生・食品安全審議官、子ども家庭局長、老健局

長連名通知) 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5832&dataType=1&

pageNo=1 

       

 ※「第４次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野  

における食育の推進について」(令和３年 4 月 1 日子母発 0401 第２

号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)) 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5857&dataType=1&

pageNo=1 

       

⑤乳幼児身体発育調査の実施について 

乳幼児身体発育調査については、昭和 35（1960）年以降 10 年ごとに、

全国的に乳幼児の身体発育の状態やその関連項目を調査し、我が国の乳幼

児の身体発育値を定めて、乳幼児保健指導の改善に資することを目的とし

ており、令和５年９月に実施したところ。令和６年 10 月に e-Stat にて新

たな乳幼児身体発育曲線を含む調査結果を公表する予定である。 

        

⑥乳幼栄養調査の実施について 

乳幼児栄養調査については、昭和 60（1985）年以降 10 年ごとに、全国的

に乳幼児の栄養方法及び食事の状況等の状態を調査し、授乳・離乳の支援、

乳幼児の食生活の改善のための基礎資料を得ることとしている。前回調査

は、平成 27 年度に実施していることから、現在、調査方法等の見直しを検

討し、令和７年度に実施できるよう、必要な予算の概算要求を行っている

ところ。令和６年中に調査の実施に関するお知らせをするので、ご協力を

お願いする。 

 

 ⑦児童福祉施設等における食事提供ガイドの改定について 

   平成 22 年に作成された「児童福祉施設における食事の提供ガイド」（平

成 22 年３月厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課。以下、「児童福

祉施設ガイド」という。）及び平成 24 年に作成された「保育所における食
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事の提供ガイドライン」（平成 24 年３月厚生労働省。以下、「保育所ガイ

ドライン」という。）について、作成から 10 年以上が経過し、成育過程に

ある者等に対し、必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総

合的に推進することを目的とした成育過程にある者及びその保護者並び

に妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総

合的な推進に関する法律（平成 30 年法律第 104 号）が制定されるなど、

食事・食生活をはじめとしたこどもを取り巻く環境や課題はさらに変化し

た。児童福祉施設においては、より多角的な視点をもって、一人一人のこ

どもの発育・発達に対応し、食事の提供を通じたこどもの食生活全体の支

援がより一層求められているところ。 

これらの状況を踏まえ、令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事

業で検討された児童福祉施設ガイド及び保育所ガイドラインの見直しに

関する検討結果を踏まえつつ、こども家庭庁において、児童福祉施設ガイ

ド及び保育所ガイドラインを統合し、よりわかりやすい内容となるよう、

改定に向けた検討をし、令和６年中に公表する予定である。各地方公共団

体におかれては、児童福祉施設等に改定版のガイドラインを広く周知して

いただくとともに、児童福祉施設等への指導の際の活用をお願いする。 

 

 

1133．．旧旧優優生生保保護護法法ににつついいてて（（関関連連資資料料 4400～～4499 参参照照）） 

  ①旧優生保護法一時金の支給について 

   「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等

に関する法律」（平成 31 年法律第 14 号。以下「一時金支給法」という。）

については、平成 31 年４月 24 日（旧優生保護法一時金認定審査会につい

ては同年６月 24 日）に施行されたところである。 

       旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金（以下「一

時金」という。）のこども家庭庁（令和５年３月 31 日までは厚生労働省。

以下、13 において同じ。）及び都道府県への請求件数は 1,365 件（令和６

年８月末時点）、支給認定件数は 1,129 件（令和６年８月末時点）である。 

      一時金の支給対象者が確実に請求を行うことができるよう、こども家庭

庁において以下の周知広報を実施してきたところである。 

      ・ 一時金についての特設ホームページの開設、新聞広告、インターネ

ット広告、ラジオ広告などによる制度の周知広報 

      ・ 障害特性に配慮した周知広報として、手話・字幕付き動画、点字版

リーフレット及び制度を分かりやすく説明したリーフレット（分かり

やすい旧優生保護法一時金リーフレット）を作成・配布 
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       都道府県におかれても、一時金の支給対象者となり得る者に確実に情

報が届くよう、「旧優生保護法一時金支給等業務事務取扱交付金」も活用

いただき、新聞広告、ラジオ広告など、様々な機会を捉えて積極的に周知・

広報を行うようお願いする。 

      また、一時金の支給対象者の多くが高齢で疾病や障害がある者であり、

心理的な負担となることも想定されることから、その者から都道府県の窓

口に相談等があった場合には、その者の状況に応じた丁寧な対応・相談支

援を行うことをお願いする。 

      なお、疑義照会が多く寄せられている生活保護受給者が一時金を受給し

た場合の取扱いについては、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた

者に対する一時金の生活保護制度における取扱いについて（通知）」（平

成 31 年４月 24 日社援保発 0424 第３号厚生労働省社会・援護局保護課長

通知）に基づき、収入と認定しないこととしているので、再確認いただく

とともに、貴管内実施施設に対しても、改めて周知をお願いする。 

 

  ②旧優生保護法に関連した資料の保全について  

      「医療機関、障害者施設等における旧優生保護法に関連した資料の保全

について（依頼）」（平成 30 年４月 25 日厚生労働省子ども家庭局母子保

健課長等連名通知）により、各都道府県に対して、 

・ 旧優生保護法下において作成等が行われ、現時点で別記施設及び機関が

保有している旧優生保護法に関連した資料や記録について、保存期限を問

わず、当分の間廃棄せず、保存を継続すること。 

・ 管内の医療機関等に対して、現時点で医療機関等が保有している旧優生

保護法に関連した資料や記録を適切に保全することを依頼すること。 

等の協力を依頼したほか、令和４年８月 31 日及び本年４月５日には、上記

の再依頼に加えて、 

・ 医療機関・福祉施設が統合される場合は、承継先の施設において、適切

に関連資料を保存し、医療機関・福祉施設が廃止される場合（承継先が存

在しない場合）は、医療機関・福祉施設が廃止された時点の管理者におい

て関連資料を保存することが適当であるが、廃止時点において、管理者が

不在の場合は、一時金の請求者に係る調査を実施することになる都道府県

において関連資料を保存すること。 

等についても依頼を行ったところであり、引き続き、資料の保全について

ご協力をお願いしたい。 
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③旧優生保護法訴訟に係る最高裁判決について 

旧優生保護法の規定に基づき、特定の疾病や障害を有することを理由に

不妊手術を受けた方々が、国に対して損害賠償などを求めた訴訟について、

７月３日に最高裁において、国の損害賠償責任が認められた。これを受け、

総理から、係属訴訟の早期和解や新たな補償の仕組みの検討などの指示が

あった。 

係属訴訟の早期和解については、９月 13 日に原告団や弁護団と和解のた

めの合意書を締結したところであり、この和解合意書をもとに、各訴訟の

期日において、順次和解を成立させていく。 

また、現在訴訟を起こされていない方々も含めた幅広い方々を対象とし

た新たな補償の仕組みについては、超党派の議員連盟と相談しながら調整

を進めてきたが、９月 18 日に開催された超党派議連の総会において、新た

な補償の仕組みの骨子素案が取りまとめられた。引き続き、超党派議連に

おいて制度化に向けた検討を行っており、こども家庭庁として、積極的に

協力していく考えである。 

各都道府県に対しても、今後制度化が見込まれる新たな補償の仕組みに

おいて必要な協力をお願いする予定であり、留意されたい。 

 




























































































































































































